
青梅都市計画青梅駅前西地区地区計画の都市計画（案） 

都市整備部都市計画課

資 料 １－１



都市計画の案の理由書 

１  種 類 ・ 名 称  

 青 梅 都 市 計 画 地 区 計 画  

 青 梅 駅 前 西 地 区 地 区 計 画

２  理  由  

青 梅 市 の 中 心 市 街 地 で あ る 青 梅 、 東 青 梅 、 河 辺 の 各 駅 周 辺 に は 、

業 務・商 業 施 設 や 官 公 庁 施 設 、医 療 施 設 、文 化・ス ポ ー ツ 施 設 が 立

地 し 、 市 の 核 と な る 都 市 機 能 の 集 積 地 と な っ て い る 。

本 地 区 が 位 置 す る 青 梅 駅 周 辺 は 、江 戸 時 代 に 宿 場 町 と し て 栄 え て

以 降 、 西 多 摩 地 域 の 拠 点 と し て 機 能 し て き た 。

ま た 、昭 和 ４ ０ 年 代 に 行 わ れ た 土 地 区 画 整 理 事 業 や 防 災 建 築 街 区

造 成 事 業 に よ っ て 駅 前 空 間 が 整 備 さ れ た こ と で 、青 梅 市 を 代 表 す る

商 業 集 積 地 と し て 発 展 し て き た 。

一 方 で 、青 梅 駅 周 辺 は 郊 外 や 幹 線 道 路 沿 い へ の 都 市 基 盤 整 備 、新

た な 大 規 模 商 業 施 設 の 進 出 な ど に よ り 、小 売 販 売 額・小 売 従 業 者 数

の 減 少 傾 向 が 進 む と と も に 、人 口 の 減 少 、少 子 化・高 齢 化 も 進 行 し

て い る 。

ま た 、防 災 建 築 街 区 造 成 事 業 に よ っ て 整 備 さ れ た 施 設 を は じ め と

す る 周 辺 建 物 も 、 老 朽 化 と 機 能 更 新 の 遅 れ が 目 立 ち 、 業 務 ・ 商 業 ・

居 住 等 の 機 能 が 低 下 し て い る 現 状 に あ る 。         

こ の 他 に 、周 辺 の 住 宅 地 も 緊 急 車 両 が 進 入 困 難 な 細 街 路 を 残 す な

ど 、 防 災 性 の 課 題 も 有 し て い る 。

そ の た め 、青 梅 駅 周 辺 地 区 を 青 梅 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン に お

い て 、「 老 朽 化 し た 共 同 ビ ル の 更 新 」や 、「 商 業 と 住 宅 な ど が 高 度 に

融 合 し た 複 合 型 居 住 施 設 」の 検 討 を 進 め る 地 区 と し て 位 置 付 け て い

る 。

ま た 、青 梅 市 中 心 市 街 地 活 性 化 基 本 計 画 に お い て も 、「『 高 質 な 駅

前 空 間・駅 前 環 境 の 創 出 』、青 梅 の 歴 史・文 化・自 然 を 活 か し た『 商

業 と 住 宅 の 高 度 な 融 合 環 境 の 創 造 』、ま た『 奥 多 摩 観 光 の 拠 点 』等 、

地 域 や 観 光 客 か ら の ニ ー ズ を 踏 ま え 、 持 続 可 能 な ま ち な か 空 間 と 、

青 梅 ら し い 駅 前 空 間 の 再 生 を 図 る 。」 た め 、 市 街 地 再 開 発 事 業 の 活

1



用 を 位 置 付 け て い る 。  

こ の よ う な 背 景 を 受 け 、本 地 区 は 老 朽 化 し た 共 同 ビ ル や 周 辺 の 木

造 建 築 物 等 の 敷 地 の 統 合 を 行 い 、敷 地 内 に 有 効 な 空 地 を 確 保 し 、緊

急 車 両 が 進 入 可 能 な 区 画 道 路 や 有 効 空 地 を 整 備 す る と と も に 、土 地

の 高 度 利 用 と 都 市 機 能 の 更 新 を 図 り 、商 業 と 住 宅 等 が 高 度 に 融 合 す

る 複 合 型 居 住 施 設 を 形 成 す る た め 、面 積 約 ０ ．５ ｈ ａ の 区 域 に つ い

て 、 青 梅 駅 前 西 地 区 地 区 計 画 を 決 定 す る も の で あ る 。
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青梅都市計画地区計画の決定 ［青梅市決定］ 

都市計画青梅駅前西地区地区計画を次のように決定する。 

名称 青梅駅前西地区地区計画

位置※ 青梅市本町および仲町各地内

面積※ 約 0.5 ha

地区計画の目標 本地区は、防災建築街区造成事業により整備された建築物や周辺の木造建築物等の敷地を統合し、緊急車両が進入

可能な区画道路を整備するとともに、敷地内に有効な空地を確保し、土地の高度利用と都市機能の更新を図ることに

より、青梅市のＪＲ青梅線の駅前として、良質な駅前空間・駅前環境の創出や商業と住宅等が高度に融合する複合型

居住施設を誘導し、青梅の顔にふさわしい駅前空間の再生および複合市街地を形成することを目標とする。

び
保
全
に
関
す
る
方
針

区
域
の
整
備
・
開
発
及

土地利用の方針 敷地の統合を図り、土地の合理性かつ健全な高度利用と計画的な空地の確保により、道路やその他有効空地を整備

するとともに、地域の生活利便性を高める商業機能や文化・交流を促進するための公共公益機能、街なか居住を促進

するための居住施設などによる複合型居住施設を誘導する。

地区施設の整備の方針 青梅駅前周辺の利便性や快適性、周辺の防災性を高めるため区画道路の一部拡幅と一部付替えを行う。

建築物等の整備の方針 商業と住宅等が高度に融合する複合市街地を形成するため、以下のように建築物等の整備の方針を定める。

1）健全で良好な市街地の形成と駅前にふさわしい賑わいを創出するため、建築物等の用途の制限、建築物の容積

率の最高限度、建築物の容積率の最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、および建築物の建築面積の最低限度

を定める。

2）歩行者空間等を確保するため壁面の位置の制限や壁面後退区域における工作物の設置の制限を定める。

3）良好な街並みを形成するため、建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限を定める。

4）施設計画にあわせて、緑地および空地の適切な配置を図る。
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種 類 名称 幅員 延長 備考

道 路

区画道路１号
2.8～6.0 ｍ 

（全幅員 6.0 ｍ）
約 18ｍ 既設

区画道路２号 6.0～7.1 ｍ 約 70ｍ 既存道路の一部拡幅、市道の一部付替え

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

建築物等の用途の制限

次に掲げるものは建築してはならない。 

1）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122 号）第 2条第 1項第 1号から第 4号、

第 5項、第 11項、第 13項に掲げる営業を行う施設。 

2）倉庫業を営む倉庫 

3）建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）別表第二（と）項第 3 号に掲げる工場（同号（2 の 2）、（4 の 4）、（12）

に該当するものを除く。） 

4）貸金業法（昭和 58 年法律第 32号）第 2条第 1項に定める貸金業のうち、無担保無保証の貸付を行う営業の用に

供するもの 

5）自動車修理工場

建築物の容積率の最高

限度
10 分の 50

建築物の容積率の最低

限度
10 分の 15

建築物の建蔽率の最

高限度

10 分の 8

ただし、建築基準法にもとづく耐火建築物にあっては、10分の 2を加えた数値とする。

建築物の建築面積の

最低限度
150 ㎡

壁面の位置の制限

建築物の外壁またはこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、落下防止

のための庇およびこれを支える柱ならびに隣地境界線に沿って設けられる門、塀その他これらに類するものを除く。

壁面後退区域における

工作物の設置の制限

壁面の位置の制限により建築物が後退した区域においては、歩行者の通行の妨げとなる門、へい、広告物、看板等

の移動が困難な工作物を設置してはならない。ただし、公益上必要なものについてはこの限りではない。
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建築物等の形態又は

色彩その他の意匠の

制限

「青梅市の美しい風景を育む条例」（平成 16年条例第 22 号）に適合していること。

※は知事協議事項 

「区域、地区施設の配置、壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 

理由：老朽化した共同ビルや周辺の木造建築物等の敷地の統合を行い、敷地内に有効な空地を確保し、緊急車両が進入可能な区画道路や有効空地を整備す

るとともに、土地の高度利用と都市機能の更新を図り、商業と住宅等が高度に融合する複合型居住施設を形成するため、地区計画を決定する。 
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青梅都市計画地区計画 
青梅駅前西地区地区計画 総括図                         〔青梅市決定〕
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この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。（承認番号）３０都市基交著第５２号 （承認番号）３０都市基街都第７８号、平成３０年６月１４日

青梅都市計画青梅駅前西地区地区計画 計画図（地区施設および壁面の位置の制限図）

〔青梅市決定〕

■壁面の位置の制限２号■壁面の位置の制限１号

■壁面の位置の制限３号 ■壁面の位置の制限４号
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